
国民健康保険・後期高齢者医療保険

保険証・認定証が新しくなります
■問い合わせ　住民課保険班　☎７８-３１１３（内１１９）

入院時の自己負担限度額（月額） 外来時の自己負担限度額（月額） 食事代（１食当たり）

現役並み 
所得者（※１）

80,100 円 + 
（総医療費 -267,000 円）×１％ 44,400 円 260 円

４回目から 44,400 円
一般所得者 
（※２）

44,400 円 12,000 円 260 円

低所得者Ⅱ 
（※３）

24,600 円 8,000 円

過去12か月で90日までの入院 
210円

過去12か月で91日目からの入院
160 円（※５）

低所得者Ⅰ 
（※４）

15,000 円 8,000 円 100 円
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老人クラブ連合会 町ＰＴＡ連絡協議会 副会長 濵 田　 佳 代

会長 新 立　 和 市 会長 福 山　 鉄 也 体育協会

副会長 緒 方　 孝 光 副会長 松 本　 修 平 理事長 宮 嶋　 弘 行

〃 濵 本　 純 男 〃 濵 田　 佳 代 理事 有 本　 智 春

〃 野 﨑　 昭 子 顧問 西 浦　 大 蔵 〃 森　　 安 広

監事 髙見　嘉司満 監査 山 下　 由 美 〃 長濱　貴久也

〃 吉 川　 美 子 〃 森　　 敦 子 〃（野球） 丸 山　 久 雄

事務局長 眞 野　 嘉 一 書記・会計 福 山　 睦 男 〃（競舟） 新 立　　 豊

連合婦人会 津奈木中学校ＰＴＡ 〃（陸上） 田 口　 伸 二

会長 石田　ミサ子 会長 若 島　 秀 美 〃（ソフト） 坂 口　 信 行

副会長 福 山　 二 子 副会長 久 村　 昌 司 〃（バレー） 岩 本　 照 男

書記 村上　眞由美 〃 森　　 敦 子 〃（中尾地区） 門 﨑　 和 臣

会計 塩 山　 順 子 〃 開 田　 龍 一 〃（平国下地区） 濱 田　 稔 浩

津奈木校区婦人会 津奈木小学校ＰＴＡ 監事 山 下　 泰 司

会長 石田　ミサ子 会長 松 本　 修 平 〃 大 塚　 芳 子

副会長 塩 山　 順 子 副会長 寺 床　 浩 治 文化協会

平国校区婦人会 〃 武 内　 直 也 理事長 岩 﨑　 秀 一

会長 福 山　 二 子 〃 山 下　 由 美 副理事長 溝 口　 貴 子

副会長 村上　眞由美 〃 本 山　 靜 江 理事 長 濱　 里 美

郡ＰＴＡ連絡協議会 平国小学校ＰＴＡ 〃 川 野　 又 男

理事 若 島　 秀 美 会長 福 山　 鉄 也 監事 堀　　 和 弘

〃 久 村　 昌 司 副会長 福 山　 睦 男 〃 斉 藤　 由 佳

（敬称略）

■「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」も更新されます

※１　現役並み所得者とは、同一世帯の被保険者に課税所得が 145 万円以上の人がいる場合
※２　一般所得者とは、現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人
※３　低所得者Ⅱとは、被保険者の属する世帯の全員が住民税非課税の人
※４　低所得者Ⅰとは、被保険者の属する世帯の全員が住民税非課税で世帯全員の各所得が０円となる人
　　　（年金収入のみの場合は、80 万円以下の人）
※５　入院期間が 90 日を超えた場合は、申請により食事代が 160 円になります

▼更新について

▼新規の申請について

▼入院時の一時負担と食事代

　現在お持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」（水色）の有効期限は、平成 24 年７月
31 日までとなっています。新しい「限度額適用・標準負担額減額認定証」（黄色）は７月中
に保険証と一緒に簡易書類で郵送しますので、平成 24 年８月１日からお使いください。

　低所得者Ⅰ・Ⅱの人が入院や外来受診をする場合には、この「限度額適用・標準負担額減額認定証」
が必要となりますので、役場住民課保険班に申請してください。なお、現役並み所得者、一般所
得者の人は該当しないので、申請の必要はありません。

【申請に必要なもの】　後期高齢者医療被保険者証　印かん

後期高齢者医療保険

国民健康保険

■「国民健康保険被保険者証（保険証）」が更新されます
　現在お持ちの保険証（水色）の有効期限は、一部の人を除いて平成 24 年７月 31 日までとなって
います。新しい保険証（黄色）は７月中に簡易書類で郵送しますので、平成 24 年８月１日から
は新しい保険証（黄色）をお使いください。現在の保険証（水色）は８月１日以降に役場住民課に返
却するか、個人で破棄してください。個人で破棄する場合は、ハサミで切るなどして個人情報の漏え
いに十分注意してください。

■「後期高齢者医療被保険者証（保険証）」が更新されます
　現在お持ちの保険証（水色）の有効期限は、平成 24 年７月 31 日までとなっています。新しい保
険証（黄色）は７月中に簡易書類で郵送しますので、平成 24 年８月１日からは新しい保険証（黄
色）をお使いください。
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